
入札参加資格審査申請書入力要領（建設工事） 

令和８・９年度淡路市入札参加資格審査申請要領を次のとおりご案内します。 

利用者登録 

本システムから入札参加資格審査申請をするために必要です。入札参加資格審査申請システム操作マニュアルをご

熟読の上、事前に下記 URL より利用者登録してください。 

WEB 申請 URL https://bid-entry.com 

申請書及び添付資料の様式の入手 

淡路市ホームページに、この申請の要領や申請に必要な資料等を掲載していますので、必ずご覧ください。 

電子入札（淡路市）への登録 

市の入札は、原則、電子入札で実施しています（既に登録されている方の再申請及び再登録は不要です。）。 

市のＩＤ・パスワードの交付を受けていない事業者の方は、ホームページに記載の要領により、交付を受け、兵庫県電

子入札共同運営システムから調達機関、淡路市を選択し、交付を受けたＩＤ・パスワードでログインして電子入札の登

録をしてください。 

入力例 A.主たる営業所（本社）情報  

 



 

入力例 B.契約する営業所情報  

実際に入札（契約）を希望する営業所（本社の場合も再度入力してください）に関する情報を入力してください。 

本社の場合は（１）しないを選択し、以下入力は不要です。 

 

入力例 C.担当者情報  

システム上、本システムで申請した内容に不備がある場合は、利用者登録で登録した担当者メールアドレスにご連絡

することになります（本申請に係る照会のみに利用します）。 

ここで入力した『C.担当者情報』と利用者登録で登録した担当者と一致しない事業者、行政書士については、ご注意

願います。 

 

 



 

入力例 D.行政書士情報  

行政書士がこの申請を代行する場合は、『D.行政書士情報』に入力してください。 

 

入力例 E.経営情報  

 

 



 

①  (1)外 資 区 分（ 外 資 系企 業のみ入 力）  

外資系企業（日本国籍会社を含む。）の場合、下記要領に従って入力してください。 

ｂ：外国籍会社 …「 国名」欄に外国名を入力してください。 

ｃ：日本国籍会社（外資比率 100％）… 100 パーセント外国資本の会社 

「国名」欄に外国名を入力してください。 

ｄ：日本国籍会社 … 一部外国資本の会社 

「国名」欄に外国名を、「（％）」欄に当該国の資本の比率をそれぞれ入力してください。 

②  (2)(3)営 業年 数 等  

（２）営業年数 

「（３）営業開始年」から申請日までの年数 

（３）営業開始年 

入札参加希望業種に係る事業の開始日（２種類以上のときは最も早い開始日）を入力してください。 

組織変更、家業相続等が行われ、かつ現企業と前企業（個人）が同一性を保持していると認められる場合は、前

企業（個人）の創業時をとることができます。また、企業の合併が行われたときは、合併前の各企業のうち古い創

業時をとることができます。 

③ (4)～ (6)納 税 義務 ・納 税 状 況  

   申請する契約先が淡路市の本社（店）、支店、営業所等の場合は有を選択してください。（淡路市外の場合は無

を選択） 

（ 15）  消 費税 課 税 の有 無  

○ 以下の区分に応じて、該当する次の項目をリストから選択してください。 

有 ＜消費税の課税事業者＞ 

無 ＜消費税の非課税事業者＞ 

○ 課税事業者は、納税証明書（原本又はその写し）《国の税務署で発行》を PDF にして添付してください。 

（証明書の種類） 

・法人の場合：その３又はその３の３ 



・個人の場合：その３又はその３の２ 

（ 16）  消 費税 の納 税 状 況  

原則、上記（15）により、その有無を選択してください。 

入力例 Ｆ .技術有資格者情報  

 

F.技 術 有 資 格者 情 報  

申請日現在において在籍している有資格者数を、該当する資格等の欄に入力してください。複数の資格を有する場

合は、重複して入力しても構いません。 

「登録基幹技能者」の欄は、すべての登録基幹技能者の種類について、登録者の延べ人数を合計した人数で入力し

てください。 

（例）A さん（３種類の登録）と B さん（２種類の登録）の場合→合計「５人」 

 

 

 

 

 



入力例 G.業種情報  

 

監 理 技術 者 数 、主 任 技 術 者 数  

入札参加を希望する工種に対応する監理技術者（監理技術者資格者証の交付を受けた者）と主任技術者の人数を、

次の各項目に注意の上、申請日現在で入力してください。 

ア 同一人が監理技術者又は主任技術者となる場合の重複入力の可否 

（ア） 同一工種の場合     重複入力できません。 

（イ）別々の工種の場合    重複入力は可能です。 

 

 



入力例 H.関連する会社  

書面で提出いただく「（様式９）資本関係及び人的関係確認書」に記載された「関係する会社」の定義に該当する者の

うち、淡路市の（建設工事）競争入札参加資格審査申請をする会社の商号又は名称、建設業許可番号及び所在地を

入力してください。なお、関係する会社がない場合は、入力不要です。 

 

ア 商号又は名称 

「株式会社」等法人の種類を表す文字は、そのまま正式名称で入力してください。 

JIS 第１、第２水準以外の文字が含まれる場合は、できる限り類似漢字又は仮名に置き換えて入力してください。 

イ 建設業許可番号 

８ケタで入力してください。 

左から２ケタについては、大臣許可の場合は「00」、知事許可の場合は都道府県番号を入力してください。 

都道府県コード表は別表１にあります。（兵庫県の場合は「28」） 

（例）兵庫県知事 許可（特－30）第 999999 号の場合 → 28-999999 

（※30999999 ではありませんので御注意ください。） 

ウ 所在地 本社（店）住所主たる営業所の住所を入力してください。 

｢丁目」及び「番地」の文字は「‐｣(全角ハイフン）に置き換えてください。 

入力例：５丁目 10 番１号 → ５‐１０‐１ 

（「‐」は「はいふん」と入力し変換することによる入力も可能です。） 

JIS 第１、第２水準以外の文字が含まれる場合は、できる限り類似漢字又は仮名に置き換えて入力してください。 

  



関係する会社の定義  

ア 資本 関 係 が次の（ア） 又は（ イ）のいずれかに該 当する場 合  

（ア） 子会社等（会社法（平成１７年法律第８６号）第２条第３号の２に規定する子会社等をいう。（イ）において同

じ。）と親会社等（同条第４号の２に規定する親会社等をいう。（イ）において同じ。）の関係にある場合 

（イ） 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合 

イ 人 的 関 係が次 の（ア） 、（ イ） 又は（ ウ） のいずれかに該 当する場 合  

ただし、（ア）については、会社等（会社法施行規則（平成１８年法務省令第１２号）第２条第３項第２号に規定する会

社等をいう。以下同じ。）の一方が民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２条第４号に規定する再生手続が存続中

の会社等又は更生会社（会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第２条第７項に規定する更生会社をいう。）である場

合を除く。 

（ア） 一方の会社等の役員（会社法施行規則第２条第３項第３号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以

下同じ。）が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合 

１ 株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。 

（１） 会社法第２条第１１号の２に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役 

（２） 会社法第２条第１２号に規定する指名委員会等設置会社における取締役 

（３） 会社法第２条第１５号に規定する社外取締役 

（４） 会社法第３４８条第１項に規定する定款に別段の定めがある場合により、業務を執行しないこととされて

いる取締役 

２ 会社法第４０２条第１項に規定する指名委員会等設置会社の執行役 

３ 会社法第５７５条第１項に規定する持分会社（合名会社、合資会社又は合同会社をいう。）の社員（同法第５９

０条第１項に規定する定款に別段の定めがある場合により、業務を執行しないこととされている社員を除く。） 

４ 組合の理事  

５ その他業務を執行する者であって、１から４までに掲げるものに準ずる者 

（イ） 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第６４条第２項又は会社更生法第６７条第１項の規定

により選任された管財人（以下単に「管財人」という。）を現に兼ねている場合 

（ウ） 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合 

ウ その他の入 札 の適正 さが阻 害されると認 められる場 合  

（ア） 組合とその構成員が同一の入札に参加している場合 

（イ） 一方の会社等の役員又は代表権を有する者が、他方の会社等の役員と夫婦（パートナー含む）、親子の関

係にある場合 

（ウ） 一方の会社等の代表権を有する者から契約権限を委任された者（以下「受任者」という。）が、他方の会社等

の役員又は受任者を現に兼ねている場合 

（エ） 一方の会社等と他方の会社等の営業所が一棟の建物内の同室にある場合 



（オ） その他上記ア、イ及びウの（ア）から（エ）までと同等なものと市長が判断した場合 

 

  

会社法第２条（抜粋） 

（３） 子会社 会社がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の当該会社がその経営

を支配している法人として法務省令で定めるものをいう。 

（３）の２ 子会社等 次のいずれかに該当する者をいう。 

    イ 子会社 

    口 会社以外の者がその経営を支配している法人として法務省令で定めるもの 

（４） 親会社 株式会社を子会社とする会社その他の当該株式会社の経営を支配している法人として法

務省令で定めるものをいう。 

（４）の２ 親会社等 次のいずれかに該当する者をいう。 

    イ 親会社 

    口 株式会社の経営を支配している者（法人であるものを除く。）として法務省令で定めるもの 

会社法施行規則第２条第３項（抜粋） 

３（２） 会社等 会社（外国会社を含む。）、組合（外国における組合に相当するものを含む。）その他こ

れらに準ずる事業体をいう。 

会社法施行規則第３条第２項（抜粋） 

２ 法第２条第４号に規定する法務省令で定めるものは、会社等が同号に規定する株式会社の財務及

び事業の方針の決定を支配している場合における当該会社等とする。 



          都道府県コード表 

別表１ 

都道府県名 番号  都道府県名 番号  都道府県名 番号 

北 海 道 01  愛 知 県 23  宮 崎 県 45 

青 森 県 02  三 重 県 24  鹿 児 島 県 46 

岩 手 県 03  滋 賀 県 25  沖 縄 県 47 

宮 城 県 04  京 都 府 26    

秋 田 県 05  大 阪 府 27    

山 形 県 06  兵 庫 県 28    

福 島 県 07  奈 良 県 29    

茨 城 県 08  和 歌 山 県 30    

栃 木 県 09  鳥 取 県 31    

群 馬 県 10  島 根 県 32    

埼 玉 県 11  岡 山 県 33    

千 葉 県 12  広 島 県 34    

東 京 都 13  山 口 県 35    

神 奈 川 県 14  徳 島 県 36    

新 潟 県 15  香 川 県 37    

富 山 県 16  愛 媛 県 38    

石 川 県 17  高 知 県 39    

福 井 県 18  福 岡 県 40    

山 梨 県 19  佐 賀 県 41    

長 野 県 20  長 崎 県 42    

岐 阜 県 21  熊 本 県 43    

静 岡 県 22  大 分 県 44    

 

  



入力例：職員情報  

 



営 業 所の専 任 技術 者 以 外の技 術 者 は以 下 の数 字を入 力  

１＝資格保有 『主任技術者』の資格を保有している業種 

２＝監理技術者 『監理技術者資格者証』を保有している業種 

営 業 所の専 任 技術 者 のみ以 下 の数 字を入 力  

３＝営業所専任『主任技術者』の資格を保有している業種 

４＝監理技術者+営業所専任『監理技術者資格者証』を保有している業種 

・取得している資格について、資格番号、取得日、交付番号をそれぞれ入力してください。 

その他  

・1 行目に経営管理責任者を必ず入力してください。島外業者の場合は、２行目以降の技術者等の記入を省略できま

す。 

・市内業者、島内（淡路市・洲本市・南あわじ市域内）業者は、他の常時雇用の技術者を記載すること。また、技術者

が 100 名を超える場合は、営業所専任、主任・監理技術者を優先的に 100 名まで記載すること。 

・資格番号については、次の URL から参照してください。URL： https://bid-entry.com/code.pdf  


